
芝桜まつり２０２６ キッチンカー・マルシェ等出店者募集要項

１）イベント概要

城市市制施行２０周年を記念し令和６年に開催した「芝桜まつり」を皮切りに、令和７年度には規

模を拡大し「第２回芝桜まつり」を開催した。この第２回芝桜まつりでは約 30,000 人の来場があり、

3回目となる今回は、より多くの方に来場いただけるよう、各種イベントを企画している。

市の新たな観光資源である。

「芝桜まつり」は、 、

客の増加を図ることを目的とする。

２）開催場所

道の駅かつらぎ 多目的広場・しあわせの森公園

３）イベント日時

・令和８年４月１８日（土）～２６日（日）の９日間、各日午前１０時～午後８時３０分

・令和８年４月１８日（土）、１９日（日）、２５日（土）、および２６日（日）には、イベントの実施

を予定しています。

・イベント期間中は、芝桜のライトアップ（午後７時～午後９時）を行います。

・日程は芝桜の開花状況により変更する場合があります。

４）出店可能日・時間

・令和８年４月１８日（土）～２６日（日）の９日間のうち、希望する日

・出店時間は以下のとおりとします。

○平日（４月２０日～２４日）

午前１０時～午後８時３０分までを基本としますが、午後４時に一斉退出時間を設けます。

また、午後４時以降については、会場内の安全を確保できるのであれば、スタッフ指示の元、

いつでも途中退場は可能とします。

※午後４時の一斉退出を希望される場合は申込みフォームにその旨を必ずご記入ください。

○イベント開催日（４月１８日、１９日、２５日、２６日）

午前１０時～午後８時３０分までを基本とします。

ただし、会場への車両の乗り入れを必要とせず、安全を確保できるのであれば、スタッフ指示の元、

手運びでの途中退出は可能とします。

また、途中退出を希望される団体が多くいる場合、メイン会場以外にはなりますが、別会場での

出店場所の提供を検討させていただきます。

・１団体あたりの出店日数に制限は設けませんが、応募状況により、多くの団体に出店いただけるよう

出店日数・日時の調整を行う場合があります。



５）出店料

・無料

６）ブース

・１日あたりキッチンカー、マルシェ等の合計で３０店舗程度とします

キッチンカー、マルシェ等 １ブース 5.0ｍ×3.0ｍ

・ブースの配置については、主催者側が指定します。

・申込多数の場合、商品提供等のバランスやイベント会場のレイアウト等を考慮し、出店事業者を選定

する場合があります。

７）（参考）過去の来場者数

平日 2,000 人程度

土・日曜 5,000～10,000 人

８）申込方法

・ 城市ホームページに掲載の申込みフォームから必要事項を入力し、お申込みください。

・申込みには営業許可証および保険証券が必要です。予めご準備ください。

９）申込期間

・第１次受付 令和８年２月２７日（金）正午まで

・第１次受付の結果、出店状況に空きがある場合は追加受付（第２次受付）を行います。

１０）その他

・本イベントで募集するキッチンカー、マルシェの定義は、以下のとおりとします。

キッチンカ―：車両を用いて食品や物品の販売を行うもの

※軽トラや貨物車の荷台を使用して販売するものはキッチンカ―の区分で申請ください。

マルシェ ：テント等を用いて食品や物品の販売を行うもの

・当日の搬入、搬出、駐車場等、詳細については後日連絡いたします。

・本イベントの運営管理は、現在実施している公募型プロポーザルにより選定した業者（イベント

運営業者）に委託し、出店者の選考・管理・情報連絡等のため、お申込みいただいた情報はイベント

運営業者に共有します。

・主催者とイベント運営業者との協議により予告なく出店に係る事項を変更する場合があります。

・キッチンカー、マルシェでの購入金額に応じて抽選会の引換券を配布していただく場合があります。

１１）主催等

主催： 城市

共催：道の駅かつらぎ



芝桜まつり２０２６ キッチンカー・マルシェ等の出店規約

【出店資格】

①販売する商品・サービス等に応じた適正な営業許可証または資格等を有し、法令に基づき

営業していること。

②営業に必要な車両やテント等を所有し、日常的に店舗やイベントで営業していること。

③ＰＬ保険等、十分な損害賠償ができる保険に加入していること。

④反社会的勢力、またはこれに類する団体関係者でないこと。

⑤その他、運営元において不適格と判断される場合は、応募をお断りすることがあります。

【出店規約】

①販売数量および価格設定については、各出店者の任意ですが、イベントの趣旨を考慮した価格設定を

お願いいたします。

②飲料の販売は可能ですが、アルコール類は不可です。

③原材料の一部に可能な限り、 城市産の食材や物品をご使用ください。

④販売時間、搬入・搬出時間を厳守してください。イベント実施時間中は、基本的に会場内への車両の乗

り入れは出来ません。

⑤電気、照明、水道及びガスの設備はございません。各自ご用意お願いします。

⑥火気を使用する場合は各自で必ず消火器をご用意ください。

⑦パラソルの使用は認めません。また、テント等を設置される場合には、それぞれの脚に強風に耐えるこ

とのできるようウェイトを用意してください。

⑧店頭にお客様用のゴミ箱を設置してください。ゴミは各自必ずお持ち帰りください。会場内にゴミ箱

はございません。

⑨地面にはビニールシート等、養生をお願いします。万が一、地面等に損傷があった場合は、原状復帰に

要する費用をご負担いただく場合があります。

⑩販売商品・サービスに対するクレーム及び事故については、主催者は一切の責任を負いません。

⑪来場者不足等による売上不振、損失等に対する保障や補填はありません。

⑫出店者、および出店者と来場者で発生する事故・苦情・トラブルについては、主催者は一切の責任を負

いません。また、運営判断により販売を中止していただくことがあります。

⑬天候不良、災害、事故等により来場者の安全等の確保が困難と判断した場合には、イベントの開催を中

止する場合があります。

⑭⑫または⑬等により発生した損失は、いかなる場合においても補償は致しません。

⑮衛生管理は出店業者が責任を持っておこなってください。

⑯官公庁その他関係者の指導等により追加で書類等の提出を求める場合があります。

⑰その他、主催者及びイベント運営業者の指示に従ってください。

【その他】

①現在（１月１３日時点）、イベントの運営管理を行っていただく事業者（イベント運営業者）を公募型



プロポーザル方式により選定中です。主催者とイベント運営業者との協議により、出店に関する事項が

予告なく変更になる場合があります。

②出店者選定、管理等は、イベント運営業者が行います。また、詳細な条件等、出店に関する質問はイベ

ント運営業者にお問い合わせください。

③会場は傾斜地（平坦な部分もあり）となっています。設置設営前に会場の地形を充分にご確認ください。

④出店者１団体（キッチンカーでの出店者は除く）につき、１台の関係者駐車場をご用意します。

⑤連続した日程で出店する場合、夜間、ブース内に物品を置いておくことは可能ですが、盗難等による被

害が発生した場合であっても責任は主催者側で一切負いません。

⑥喫煙は敷地外の指定場所でお願いします。イベント会場内は禁煙です。

⑦出店舗や肖像を主催者が撮影し、市の広報誌やＨＰなどの広報物に使用することがありますので、ご

了承ください。また、その場合の画像や映像の使用権は主催者側が有するものとします。

⑧応募フォームへの申込時点で、出店者募集要項および出店規約を理解し、同意したものとします。


